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札幌大学教職員組合ニュース 

No.3 2019 年 7 月 22 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

「法人主導」だけで札幌大学は良くなるのか？ 

 

７月１１日（木曜日）、選挙管理委員会より「学校法人札幌大学労働者の過半数代表者選出選挙（再

選挙）の立候補者について」と題する公示が出されました。公示によると、２名の立候補者があった

とのことです。立候補者の公示は午前９時の予定だったはずが、午後になって出されました。遅れた

理由の説明はありません。しかし、今号組合ニュースでは、前号に引き続き「法人と大学との関係」

について取り上げます。札幌大学を良くするための投票を行うにはどうすればいいか、是非とも考え

てもらいたい問題です。 

 

私立学校法改正案に関する国会審議で明確となった「法人と大学との関係」 

今春、私立学校法改正案が参議院文部科学委員会で成立し、来年２０２０年４月１日に施行されま

す。今改正案の最大の問題は、第２４条「学校法人の責務」規定を新設すると共に、第４５条の２で

「中期的な計画」の作成を学校法人に義務付けることにより、教学事項全般に関する決定権限を学校

法人理事会に付与し、学校法人理事会による大学への介入、大学支配に法的権限を与えかねない点に

ありました。 

この問題について、国会質疑において野党議員の追及により、重要な答弁を引き出すことができ、

参議院文教科学委員会では、私立学校法改正に関して、附帯決議が採択されています。 

今号ニュースで法人理事会による大学への支配強化の問題を取り上げるにあたり、まず、私立学校

法改正案における「学校法人（理事会・理事長）と大学（学長・教授会など）との関係」、「理事長と

学長の権限関係」に関する国会質疑や附帯決議について、お知らせします。 

まず、私立学校法の第２４条及び第４５条の２新設の趣旨に関して、４月１０日の衆議院文部科学

委員会で以下のような質疑と答弁がありました。 

 

野党議員：私立学校法に新設される２４条について、学校法人すなわち理事会が教育の質の向上に

まで責任を負うことになると、理事会を大学の上位に置くことにならないかと質問したと

ころ、私学部長は、理事会を中心とする法人側と学長を中心とする大学側とが本法律に基

づく相互の役割分担を理解して学校運営に当たると答弁をいたしました。…けれども、今

回の法改正で役割分担を規定する条文などは見当たらないように思います。本法律に基づ

く相互の役割分担というのは一体何なんですかということが一つ。 

それから、教育の質について、法人側が責任を負うべきは財務やあるいは教育施設の充

実などであって、教育課程の編成など校務にかかわる部分は大学側である、そういう理解

でいいのかどうか、確認をいたします。 

私学部長：まず理事会については、私立学校法の規定に基づきまして、理事会が学校法人の意思決

定機関であることとされております。また、学長については、学校教育法の規定に基づき

まして、大学における教学面の事項について学長が職務権限を有するということにされて

おります。 
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     具体的に申し上げますと、例えば学校教育法において学長が決定することとされている

学生の入学、卒業や学位の授与、こういったことについては教学面の事項であるというふ

うに考えられます。 

 

野党議員：指摘してきたように、私立大学制度は国立大学と異なり、学校法人と大学という二つの

組織から、それぞれ別の法律に沿って運営されております。ですから、施行通知が言う理

事会が最終的な意思決定機関というのは、あくまで学校法人の運営という側面に限ったも

のだと理解するのは自然だろうというふうに思います。 

そこで、関連してお聞きしますけれども、学校教育法そして私立学校法、そういう側面

から見た場合に、私立大学の場合、政府などの権力だけでなく、大学を経営する学校法人

からも、学問の自由、大学の自治というのは保障されるべきものだと考えますが、どのよ

うに解釈をしておりますか。 

文科大臣：今まさに委員が整理をしてくださったように、学校法人の意思決定機関が理事会、そし

て学長は大学の全ての校務について包括的な責任者としての権限を有するとともに、大学

運営について最終的な責任を負うものとされております。 

 

すなわち、学校法人理事会が努めるべきは、「教育の質の向上」のための条件整備であり、学長をは

じめとする大学側が責任を負うべき教学事項、教育内容や教育方法、教育課程の編成、教員組織など

について、理事会が決定権限を有するものではありません。学校教育法が定める学長の職務権限の範

囲（教学事項）に理事会が一方的に介入する根拠はないのです。ですから、学長は、学校法人と大学

のほうに基づく関係をきちんとわきまえ、教員集団や大学構成員の意思を尊重して大学運営を行う、

つまり校務をつかさどる必要があります。 

そして、衆参両院の委員会における質疑をへて、参議院文教科学委員会で採択された附帯決議の中

に、以下のような一文があります。 

 

六、学校法人が、その設置する私立学校の教育の質の向上を図るに当たっては、学校の経営状況や

教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の連携に努めるととも

に、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の

自治の理念を踏まえ、私立大学の自主性・公共性を担保する観点から、その設置する大学の教

育・研究や運営に過度な干渉をすることがないよう、特段の留意を払うこと。 

 

もちろん、現在の私立学校法にも、学校教育法にも、教学事項に理事会が一方的に介入する根拠は

ありません。学校法人理事会が努めるべきは、「教育の質の向上」のための条件整備です。学長をはじ

めとする大学側が責任を負うべき教学事項、教育内容や教育方法、教育課程の編成、教員組織などに

ついては、法人理事会に決定権限は有りません。 

 

教学事項に手を出す法人理事会 

ところが、札幌大学は、入学式において理事長が挨拶の中で明言したように、専攻再編も、組織再

編も、理事長や専務理事ら法人理事会が主導しています。新聞に掲載された札幌大学の広告記事にお

いて、理事長が札幌大学の専攻再編や中長期構想の内容を語るというスタイルや、かつて道庁に勤務

していた事務職員による公務員試験の面接対策などから、現在の法人理事会がいかに入試や就職とい

った教学事項に関与しているかがうかがえます。 

最近、理事長を始めとする法人理事会が最も力を入れている教学事項の一つが「国際交流」です。

理事長が国際交流・留学生募集のプロジェクトチームを組織するだけでなく、４月に入ってからは、



3 

 

理事長や専務理事みずから中国や東南アジアに出張して、協定校の訪問と新規の開拓、そして留学生

の募集を行っているそうです。また、入学や転入学の拡大によって、留学生を４００名近くまで増や

そうとしている、とも聞きます。 

そもそも法人理事会は、「大学の国際交流」がどういうものなのか、どこまで分かっているのでしょ

うか？どの程度の専門的な知識と責任感をもっているのでしょうか？留学生数を増やしたとしても、

かつての学部時代のような組織も無く、カリキュラムや教員も少ないという現状で、受け入れ態勢も

整っていないのに、留学生数をむやみに増やしたところで、どうやって彼らを「地域社会に貢献でき

る人材」として養成できるのでしょうか。また、留学生の適性、物価水準が高い日本での留学資金の

確認など、どのように担保するのでしょうか。「受け入れた後は知らない、あとはお前ら教職員でや

れ」ではあまりにも無責任です。 

最近、そうした疑念が懸念に変わるようなことが見つかりました。 

 
これは『２０２０入学案内』の国際交流に関するページの、「協定校一覧」の地図の下に掲載された

ものです。ここには、おそらく「国別」に協定校がリストアップされているようです。この各国内の

協定校は、一体何の順番で並んでいるのでしょうか？「あいうえお順」でもなく、アルファベット順

でもなく、各国の国内における「大学ランキング」というものでもなさそうです。これは札幌大学を

紹介する資料なのですから、こういうリストを作るのであれば、札幌大学との交流の実績や協定を締

結した順番によって並べるのが最も合理的でしょう。しかし、そういう順番にもなっていないのです。 

具体的には、「ロシア」と「韓国」であれば、以下のようになるはずです。 

「ロシア」（おもに交流の実績による） 「韓国」 

   モスクワ国立総合大学        高麗大学校 

   北東連邦大学            中央大学校 

   サハリン国立総合大学        韓瑞大学校 

                    全州大学校 

                    培材大学校 

                    光州女子大学校 

「中国」では、さらに杜撰さが目立ちます。まず、「協定校一覧」とありながら、この一覧から抜け

ている大学が複数あります（青島濱海学院大学、大慶師範学院、大連民族大学など）。このうち青島濱

海学院大学は、経営学部と文化学部との学部間協定を締結して以来、札幌大学とは１０年以上もの交

流の歴史があり、毎年、転入留学生や短期留学生を本学に送っている交流実績もある大学です。同じ

私立大学で、まだ交流実績の少ない浙江越秀外国語学院は掲載されているのに、実績のある青島濱海

学院大学が抜けている理由が分かりません（ちなみに、中国国内の大学のランキングでも、青島濱海

学院のほうが上だそうです）。また、名前が間違っている大学もあります（（誤）「安徹工業大学」→（正）

「安徽工業大学」）。 

「中国」も、札幌大学との交流の実績や協定を締結した順番によって並べると、以下のようになる

のではないでしょうか（紙幅の都合から、ここでは最初の６校だけを挙げておきます）。 
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「中国」 

   広東外語外貿大学 

   華東理工大学 

   天津外国語大学 

   青島濱海学院大学 

   大連外国語大学 

   深圳大学 

    （以下、略） 

こうした協定校への配慮の無さは、これまで築いてきた札幌大学の国際交流に対する評価を下げて

しまうおそれがあります。そしてもう一つ、国際交流の認識に関わる、より深刻な問題があります。 

 

周知の通り、「青天白日旗」とは「中華民国」の国旗です。日本国政府は１９７２年に中華人民共和

国が中国の唯一の合法政府と承認して以来、現在もこの基本文書の原則を堅持し、「中華民国」を国家

として承認していません。にもかかわらず、ここには「台湾」という地域名称に「青天白日旗」とい

う国旗を付けて、ロシア、中国、韓国、オーストリア、カンボジアという国家と共に並べているので

す。高等教育機関である札幌大学は、政府見解とは別に、「二つの中国」という立場を取っているので

はないかと疑われかねません。 

「いや、組合ニュースは言いがかりをつけているのだ」と思うのであれば、理事長はこの『大学案

内』のページを札幌の中国総領事館や東京の大使館、北京にある孔子学院本部に持って行き、反応を

確認してみたらどうでしょうか。「一つの中国」という原則に反するものだと判断され、問いただされ

るに違いありません。札幌大学は、無謀にも国際政治の渦中にみずから巻き込まれに行くべきではな

いと思います。 

先ほどの協定校の並べ方にしても、この国旗の問題にしても、校正段階で誰もこうした指摘をしな

かったのでしょうか？大学案内の原稿を校正する段階で、例えば、専攻のページはかつての「専攻コ

ーディネーター」が目を通して確認するなど、必ずそれぞれの担当者が責任を持って確認します。現

在、国際交流を取り仕切っているのは法人です。大学には「国際交流」に関する委員会などもなく、

法人理事会からの決定を受け取るだけです。 

法人理事会、理事長率いる国際交流の「プロジェクトチーム」、誰も原稿を確認しなかったのでしょ

うか。もし確認したにもかかわらず、誰も気が付かなかったとすれば、彼らの「国際交流」に対する

知識は「その程度」だったことになります。とすると、「その程度」の専門知識で教学事項の業務を行

うことは、大学の利益を損ないかねない大きなリスクがあります。 

やはり法人側は誰も確認しなかったのでしょう。「それは広報など部下のやることで、上に立つ自分

は知らない。下の方がちゃんとやらないのが悪い」と、下の人たちに責任を押し付けるのでしょうか？

先ほどの「受け入れ態勢が整っていないのに、留学生数をいたずらに増やす」というのと同じく、無

責任な経営だと言わざるを得ません。 

 

「改善したい」と思う方は、今度の労働者の過半数代表者選出選挙の所信表明をよく読み、「なんで

も法人主導」という流れを変えられる候補者に投票してください。 


